
情
報
の
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

情
報
の
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
の
ペ
ー
ジ

支
払
っ
た
全
額
が
所
得
控
除

の
対
象

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し

た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税

な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
と
は
、
自
分

自
身
の
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
、

国
民
健
康
保
険
、
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
な
ど
）
を
納
付
し
た

と
き
、
ま
た
は
、
配
偶
者
や
そ
の

他
の
親
族
の
負
担
す
べ
き
社
会
保

険
料
を
納
付
し
た
と
き
に
受
け
ら

れ
る
所
得
控
除
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。

　

申
告
で
き
る
金
額
は
、
年
間
に

納
付
し
た
社
会
保
険
料
の
金
額（
給

与
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
金
額
も
該

当
し
ま
す
）
で
す
。

　

な
お
、
年
末
調
整
の
申
告
に
お

い
て
は
、
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ

た
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
な
ど
）
は
、
事
業
所

で
一
括
し
て
計
算
し
ま
す
の
で
、

ご
自
身
が
申
告
書
に
記
入
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
業
所
が
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ご
自

身
が
納
付
し
た
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
、
国
民
健
康
保
険
な
ど
）

を
申
告
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
手
続

き
で
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合

は
、
今
年
１
年
間
（
１
月
１
日
～

12
月
31
日
）
に
納
付
（
納
付
見
込

み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険

料
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
な
ど

が
必
要
で
す
。

　

平
成
17
年
３
月
に
所
得
税
法
な

ど
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け

る
場
合
に
は
、
納
め
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
（
控
除
証
明
書
や
領

収
証
書
）
の
添
付
な
ど
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
年
末
調
整
・
確
定
申
告

の
所
得
税
の
申
告
を
行
わ
な
く
て

も
市
区
町
村
民
税
の
申
告
を
行
う

場
合
に
は
、
市
区
町
村
民
税
の
申

告
の
際
に
、
こ
の
控
除
証
明
書
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
を

毎
年
11
月
初
旬
に
送
付

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な

ど
が
発
行
す
る
控
除
証
明
書
と
同

様
に
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」（
は
が
き
）
が
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
毎
年
11
月
初
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。
大
切
に
保
管

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

証
明
内
容
は
本
年
１
月
か
ら
９

月
30
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付

が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込

額
で
す
。

　

納
付
忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、

年
内
に
納
付
す
れ
ば
、
今
年
分
の

控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
万
一
、
控
除
証
明
書
を

失
く
し
て
し
ま
っ
た
方
は
再
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加

入
し
た
場
合
な
ど
、
10
月
１
日
以

降
に
今
年
初
め
て
保
険
料
を
納
付

す
る
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月

初
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
平
成
23
年
中
に
国

民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
た
方

全
員
に
こ
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

扶
養
家
族
分
も
納
付
し
た
方
は

　

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
は
、

被
保
険
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
者

も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
そ
の

納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の

所
得
税
な
ど
の
控
除
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

年
末
調
整
な
ど
の
手
続
き
の
際
に

ご
自
身
の
社
会
保
険
料
の
額
と
合

算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
場
合
は
、
ご
家
族
分
の
証
明
書

も
申
告
す
る
方
の
申
告
書
に
添
付

な
ど
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

過
去
に
滞
納
な
ど
が
あ
る
方

も
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す

　

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
は
、

今
年
中
に
支
払
っ
た
保
険
料
の
た

め
、
今
か
ら
年
末
ま
で
に
支
払
う

保
険
料
も
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
過
去
に
滞
納
や
免
除
期

間
が
あ
る
方
も
、
年
末
ま
で
に
保

険
料
を
支
払
え
ば
、
所
得
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
お

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
願
い
し
ま

す
。

控
除
証
明
書
が
届
か
な
い
と
き
は

　

平
成
23
年
中
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
て
い
る
の
に
控
除
証

明
書
が
届
か
な
い
方
は
、
年
金
事

務
所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

加
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.nenkin.go.jp/

 
国
民
年
金  

 
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

　
　
　
　
　

加
古
川
年
金
事
務
所　

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

	

福  

祉

ご
存
知
で
す
か

住
宅
改
造
費
助
成
制
度

　

高
齢
の
人
や
障
が
い
の
あ
る
人

が
住
み
な
れ
た
住
宅
で
安
心
し
て

自
立
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
、

既
存
の
住
宅
を
改
造
す
る
場
合
、

そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
工

事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

申
請
は
、
１
住
宅
１
回
限
り
で
す
。

▼
対
象　

播
磨
町
に
住
所
が
あ
り

町
税
を
滞
納
せ
ず
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
（
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
）

一
般
型

60
歳
以
上
の
方
が
い
る
世
帯

特
別
型

①
介
護
保
険
の
要
介
護
・
要
支
援

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る

世
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
方
が
い
る
世
帯

（
条
件
が
あ
り
ま
す
）

▼
助
成
要
件　

一
般
型

　

３
ヵ
所
以
上
の
改
造
を
行
い
、

指
定
す
る
必
須
工
事
を
行
う
こ
と

（
助
成
金
は
最
高
33
万
３
千
円
ま

で
）

特
別
型

　

一
般
型
に
規
定
す
る
よ
う
な
制

約
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
対
象
と
な

る
高
齢
者
な
ど
が
自
宅
で
日
常
生

活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
住
宅
の

改
造
で
あ
り
、
住
ま
い
の
改
良
相

談
員
が
必
要
と
認
め
る
工
事
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

※
特
別
型
に
つ
い
て
、
介
護
保
険

制
度
の
「
住
宅
改
修
費
の
支
給
」

と
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
は
、
最

初
の
改
造
の
み
に
適
用
さ
れ
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
１

C
H
I
A
K
I
ほ
お
ず
き
播
磨

身
近
な
介
護
施
設
で
『
地
域

ふ
れ
あ
い
介
護
相
談
』

　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
認
知
症
の

方
の
た
め
の
施
設
で
す
。
ど
ん
な

施
設
な
の
か
見
学
し
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
認
知
症
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
、
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

11
月
16
日
㈬

午
前
10
時
～
11
時

▼
場
所　

C
H
I
A
K
I
ほ
お
ず

き
播
磨 

（
東
野
添
2
丁
目
18
︲
6
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

申
し
込
み

不
要
で
す
。
直
接
会
場
へ
お
越
し

く
だ
さ
い

C
H
I
A
K
I
ほ
お
ず
き
播
磨

☎
０
７
８
（
９
４
９
）
１
５
６
６

▲放課後子ども教室「のびっと」を紹介
します（11月15日〜30日）
BAN-BANテレビ行政広報番組
東播磨ふれあいネット

デジタル111チャンネル
（アナログ11チャンネル）

  放 送 時 間   
月曜日13:00〜、21:00〜
火曜日  9 :00〜、15:00〜、23:00〜
水曜日11:00〜、17:00〜、1:00（深夜）〜
木曜日13:00〜、19:00〜
金曜日15:00〜、21:00〜
土曜日17:00〜、23:00〜
日曜日19:00〜、1:00（深夜）〜

「
声
か
け
」で

　ふ
せ
ご
う

　

  

空
き
巣
や

　ひ
っ
た
く
り

加古川市
稲美町
播磨町

件 数 傷 者 死者

1379
153
123

（－41）

（－27）

（－2）

平成23年8月末現在
昨年比

1703
176
142

（＋6）

（－33）

（＋3）

3
1
0

（＋1）

（－2）

（－6）

８月の町内犯罪発生件数　43件
（前月比 ＋13件）

平成23年犯罪累計283件

種　別
空き巣など 2
忍び込み 2
出店荒し 2
自動車盗 1
オートバイ盗 2
自転車盗 9
車上ねらいなど 10
色情ねらい 1
万引き 1
暴行 1
傷害 3
恐喝 1
器物損壊 5
その他 3

事故ベース
9.5ptおくやみ　【９・10月届出分】

氏　名（敬称略） 町　名 年齢
佐伯 あさゑ （西野添） 90
坂井 勉 （二子） 68
筑紫 義一 （本荘） 82
濱田 千年 （北野添） 87
森田 宗一 （本荘） 93
山本 陽子 （北野添） 75

▶助成率

一般型

特別型

1／3
3／3
9／10
9／10

2／3

1／2

所得税非課税世帯で町民税所得割及び
均等割課税世帯

所得制限あり
生活保護法による被保護世帯
町民税非課税世帯
所得税非課税世帯で町民税均等割のみの世帯

所得税課税世帯（所得税額７万円を超える者を
除く）、所得制限あり

助成率

▶助成対象箇所と限度額

※限度額の合計は100万円までです。他の制度が
　優先する場合、合計で100万円までとなります。

浴室・洗面所
トイレ
玄関
階段・廊下
居室
台所

４０万円
３０万円
２０万円
１０万円
１０万円
１０万円

一般型
４５万円
２４万円
１８万円
１６万円
１９万円
１６万円

特別型
限度額

改造箇所

12
広報はりま 23.11

13
広報はりま 23.11



播
磨
町
で
子
育
て
し
よ
う

こ
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
５
カ
条

１ 

「
お
か
し
い
」と
感
じ
た
ら
迷
わ
ず
連
絡（
通
告
し
て
く
だ
さ
い
）

２ 

「
し
つ
け
の
つ
も
り
」は
言
い
訳（
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
判
断

し
ま
し
ょ
う
）

３ 

ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い（
あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
か
ら
実
行
し

ま
し
ょ
う
）

４ 

親
の
立
場
よ
り
子
ど
も
の
立
場（
子
ど
も
の
命
を
最
優
先
し
ま

し
ょ
う
）

５ 

虐
待
は
あ
な
た
の
ま
わ
り
に
も
起
こ
り
う
る（
特
別
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）

情
報
の
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
の
ペ
ー
ジ

情
報
の
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
の
ペ
ー
ジ

	
暮
ら
し

大
中
東
地
区
地
区
計
画
案
の

縦
覧

▼
日
時　

11
月
15
日
㈫
～
28
日
㈪   

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

▼
場
所　

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

▼
内
容　

地
区
計
画
の
区
域
、
目

標
、
整
備
・
開
発
保
全
に
関
す
る

方
針
、
地
区
施
設
と
地
区
整
備
計

画▼
意
見
書
の
提
出　

利
害
関
係
人

は
12
月
5
日
㈪
ま
で
に
、
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
問
合
せ　

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
６

「
播
磨
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」（
素
案
）
地
域
別
意

見
交
換
会

　

町
で
は
、
今
後
の
都
市
づ
く
り

の
方
向
性
を
示
す
た
め
、
町
全
域

を
対
象
と
し
た
「
播
磨
町
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
を
見
直
し

中
で
す
。

　

こ
の
計
画
に
町
民
の
皆
さ
ま
の

ご
意
見
を
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
く

た
め
、
町
内
４
コ
ミ
セ
ン
で
説
明

会
及
び
意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま

す
。

※
参
加
は
自
由
、
事
前
の
申
し
込

み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
場
所
・
日
程

野
添
コ
ミ
セ
ン  

大
会
議
室

11
月
９
日
㈬

東
部
コ
ミ
セ
ン  

大
会
議
室

11
月
14
日
㈪

西
部
コ
ミ
セ
ン  

研
修
室
２
・
３

11
月
15
日
㈫

南
部
コ
ミ
セ
ン  

研
修
室
３

11
月
16
日
㈬

▼
時
間　

各
日
同
じ
で
す

午
後
７
時
～
８
時
30
分

▼
問
合
せ　

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
６

住
宅
相
談
会
の
案
内

　

現
在
お
住
ま
い
の
住
宅
に
つ
い

て
、
耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
な
ど

住
ま
い
に
関
す
る
相
談
に
専
門
家

（
一
級
建
築
士
）
が
お
答
え
す
る
無

料
住
宅
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
19
日
㈯
午
後
１
時

～
４
時
の
間
で
１
時
間
程
度
。
完

全
予
約
制

▼
場
所　

役
場
本
庁
舎
１
階
101
会

議
室

▼
申
込
締
切　

11
月
10
日
㈭

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

都
市
計
画

グ
ル
ー
プ
へ
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
を
記
入
し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

電
話
に
て
予
約
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
６

�
０
７
９
（
４
３
５
）
０
５
９
２

猫
の
引
き
取
り

▼
日
時　

11
月
７
日
㈪

午
前
９
時
～
10
時
40
分

※
前
記
以
外
の
日
時
で
は
、
引
き

取
り
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
場
所　

す
こ
や
か
環
境
グ
ル
ー

プ▼
引
取
手
数
料　

千
700
円
（
生
後

91
日
以
上
は
１
匹
、
生
後
90
日
以

内
は
１
回
に
つ
き
10
匹
ま
で
）

▼
問
合
せ

す
こ
や
か
環
境
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
７
２
１

広
報
は
り
ま
前
月
号
記
事
に

つ
い
て
訂
正
の
お
願
い

　

平
成
23
年
10
月
号
の
タ
ウ
ン

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
最
下
段
の
13
行

目
及
び
21
行
目
の
「
議
会
で
」
の

部
分
は
、
削
除
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

企
画
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
６

加
古
川
市
防
災
セ
ン
タ
ー

普
通
救
命
講
習
会

　

固
定
や
止
血
な
ど
の
応
急
手
当
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
た
心
肺
蘇
生
法

の
講
習
会
で
す
。
受
講
者
に
は
、

修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
26
日
㈯

午
前
９
時
30
分
～
12
時
30
分

▼
場
所　

加
古
川
市
防
災
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

播
磨
町
、
稲
美
町
、
加

古
川
市
に
住
ん
で
い
る
か
勤
務
し

て
い
る
人

▼
定
員　

先
着
30
人

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

11
月
10
日

㈭
午
前
９
時
か
ら 

、
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
月
曜
日
、
第

3
日
曜
日
、
祝
日
は
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん

加
古
川
市
防
災
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
９
（
４
２
３
）
０
１
１
９

加
古
川
市
防
災
セ
ン
タ
ー

上
級
救
命
講
習
会

　

固
定
や
止
血
な
ど
の
応
急
手
当
、

搬
送
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
た
心

肺
蘇
生
法
の
講
習
会
で
す
。
受
講

者
に
は
、
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

▼
日
時　

12
月
17
日
㈯

午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
場
所　

加
古
川
市
防
災
セ
ン
タ
ー

▼
対
称　

播
磨
町
、
稲
美
町
、
加

古
川
市
に
在
住
ま
た
は
在
勤
の
人

▼
定
員　

先
着
30
人

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

12
月
１
日

㈭
午
前
９
時
か
ら
、
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
月

曜
日
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

加
古
川
市
防
災
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
９
（
４
２
３
）
０
１
１
９

秋
の
火
災
予
防
運
動

　

 

11
月
９
日
㈬
か
ら
15
日
㈫
ま
で

の
一
週
間
、「
消
し
た
は
ず  

決
め

つ
け
な
い
で  

も
う
一
度
」
を
全
国

統
一
防
火
標
語
に
秋
の
火
災
予
防

運
動
を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら

ス
ト
ー
ブ
や
こ
た
つ
な
ど
の
冬
支

度
が
始
ま
り
ま
す
。
ご
使
用
前
に

は
、
必
ず
点
検
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
最
近
放
火
に
よ
る
火
災
が

多
発
し
て
い
ま
す
。
家
の
周
囲
を

整
理
し
、
ご
近
所
同
志
の
声
か
け

を
励
行
す
る
な
ど
し
て
、
放
火
さ

れ
に
く
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
。

全
国
統
一
防
火
標
語 

「
消
し
た
は
ず  

　
決
め
つ
け
な
い
で  

も
う
一
度
」

消
防
団
非
常
呼
集

　

播
磨
町
消
防
団
で
は
、
例
年
、

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
中

に
、
消
防
団
員
の
訓
練
と
防
火
啓

発
の
た
め
、
非
常
呼
集
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
13
日
㈰
の
夜

▼
場
所　

蓮
池
（
蓮
池
小
学
校
西
）

※
当
日
の
夜
、
防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
合
図
に
消
防
団
員
が

参
集
し
、
放
水
を
行
い
ま
す
。　

　

住
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
と

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

危
機
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
９
９
１

下
水
道
へ
の
接
続
依
頼
に
つ

い
て

　

下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
ト
イ

レ
を
水
洗
化
す
る
こ
と
が
で
き
、

私
た
ち
が
日
常
生
活
で
使
っ
た
汚

水
は
下
水
道
管
に
流
れ
、
下
水
処

理
場
に
集
め
ら
れ
て
浄
化
さ
れ
る

た
め
、
伝
染
病
を
予
防
し
、
清
潔

で
快
適
な
生
活
環
境
が
確
保
で
き

ま
す
。
ま
た
、
河
川
、
海
な
ど
の

公
共
用
水
域
を
き
れ
い
に
す
る
水

質
保
全
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
法
で
は
接
続
可
能
と

な
っ
た
地
域
の
お
宅
に
つ
い
て
、

く
み
取
り
便
所
の
場
合
は
３
年
以

内
、
浄
化
槽
の
場
合
は
す
み
や
か

に
下
水
道
へ
接
続
し
て
い
た
だ
く

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

接
続
さ
れ
て
い
な
い
方
は
下
水
道

の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
工
事

の
実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
に
伴
う
融
資

あ
っ
せ
ん
の
制
度
な
ど
に
つ
き
ま

し
て
は
下
水
道
グ
ル
ー
プ
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
！
「
点
検
商
法
」

　
「
役
場
の
方
か
ら
来
た
」
と
か
た

り
、
ご
家
庭
を
訪
問
し
て
水
道
管

や
下
水
道
管
を
点
検
・
清
掃
す
る

業
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
「
無
償
で
点
検
し
ま
す
」
と
言
っ

て
点
検
し
、
わ
ず
か
な
不
良
箇
所

を
見
つ
け
て
強
引
に
修
理
を
迫
る

と
い
う
手
口
で
多
額
の
料
金
を
請

求
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
各
地
で
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
業
者
に
そ
の
よ
う
な
指

示
を
出
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

下
水
道
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
７
３

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
11
月
14
日
か
ら
11
月

20
日
ま
で
を
全
国
一
斉
「
女
性
の

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

と
定
め
、
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら

の
暴
力
や
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
な
ど
、
女
性
を
め
ぐ
る
人

権
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
に
常

設
電
話
相
談
の
受
け
付
け
を
延
長

し
、
土
曜
・
日
曜
日
に
も
相
談
を

お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。

▼
日
時　

11
月
14
日
㈪
～
18
日
㈮   

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
、
11

月
19
日
㈯
、
11
月
20
日
㈰　

午
前

10
時
～
午
後
５
時

▼
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員
、
法

務
局
職
員

▼
相
談
内
容　

女
性
を
め
ぐ
る
人

権
問
題

▼
相
談
電
話
番
号

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

▼
問
合
せ

神
戸
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
７
８
（
３
９
２
）
１
８
２
１

　

児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
件
数

は
依
然
と
し
て
増
加
し
て
お
り
、

子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
な
ど

重
大
な
事
件
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

虐
待
は
、
子
ど
も
の
心
や
身
体

に
大
き
な
傷
を
残
し
、
子
ど
も
の

将
来
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

児
童
虐
待
問
題
の
解
決
の
た
め

に
は
、
虐
待
の
発
生
予
防
、
早
期

発
見
・
早
期
対
応
な
ど
社
会
全
体

で
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

子
ど
も
へ
の
虐
待
を
な
く
そ
う
！

「
守
る
の
は  

気
づ
い
た
あ
な
た
の  
そ
の
勇
気
」

～
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
～

虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る

子
ど
も
を
見
つ
け
た
場
合
は
、
連

絡
・
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
・
相
談
窓
口

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

兵
庫
県
中
央
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー

☎
０
７
８
（
９
２
３
）
９
９
６
６

《
夜
間
や
休
日
や
緊
急
の
場
合
》

児
童
虐
待
防
止
24
時
間
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン

☎
０
７
８
（
９
２
１
）
９
１
１
９

14
広報はりま 23.11

15
広報はりま 23.11
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